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模倣品・海賊版の国内への流入に関する対応の徹底について 
 
海外におけるコピー商品の購入については、日頃所属添乗員に対し禁止の旨

を伝えるよう徹底をされていることと思いますが、近年件数が急増していると

ころから、この度国土交通省より指導を再徹底するよう依頼がありました。 
 
海外に出かけた旅行者が現地で購入したコピー商品は、商標権や著作権の侵

害にあたるため、関税定率法により日本に持ち込めないこと、また、持ち込も

うとする場合は税関で没収されること、さらに関税法ではコピー商品と知って

持ち込もうとした場合は 5 年以下の懲役、若しくは 5 百万円以下の罰金が課せ
られることもあることを、添乗員として旅行者に対して一層の注意喚起及び周

知を行うことが求められています。 
更に旅行先の契約機関の現地係員や旅行客に同行する添乗員がコピー商品の

販売に関与することのないよう指導することも併せて通達されています。 
 
正会員各位におかれましては、所属の添乗員の方々へ連絡事項が発生した時

に合わせて上記趣旨を再度徹底するようにお願いいたします。 
 
添付：財務省等から発せられた指導依頼書 
日経新聞夕刊記事 
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